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中国にお ける識字教 育 に関 す る調査研究
一四川省巴中県の調査を中心 として一

李 燦

【要 旨】

近年、 中国 では識字率上 昇が頭 打ち とな り、社会 ・経済発展 の妨 げと目されるよ うにな った。そ こで 中

国当局は識字教育 法(1988年)を 公布 し、「非識字者」 を 「農村 で1500字 、都市部 で2000字 の読 み書 き

がで きない人」 と定義 し、強い行政政 策を実 施 した。 しか し国勢調査 によると、1982年 ～1992年 の間 の

識字率上昇 はわずか2.6%に とどまった。

この停滞 を打破 すべ く様 々な行 政施 策の議 論が現在 も続 いて いるが、殆 どが政府 ア ピールに とどま り、

非識字者 自身 の認識 や要 求にっいて は関心が払われて いない。政策立案者達 は停 滞の原因分析 を怠 り、よ

り多 くの行政政策の実施が識字率 を上昇 させ、社会 ・経済の発展 に直結すると安直に考 えているのである。

本稿 では、 ユネス コの 「識字教 育野 間賞」 を1993年 に受賞 した四川省 巴中県 を調査対 象 と し、 中国 に

おける改革開放後 の識字教育 の実態 を具体 的に分析す る。その上で非識字者 自身 のニーズに応 える識字教

育 の条件 につ いて考察 す るσ

調査 の結果、1980年 以降 の識字率停 滞の原 因が、①中国社会の経済体制の変 化、 ② 義務教 育 か らの脱

落者 の増加、③ 自立 的な識字運動 の欠如 、の3点 に大別で きると筆者 は考 えた。

第1節 問題意識

中華人民共和国が成立する直前の1949年 、中国国内の非識字者数 は、総人口の約80%を 占め

ていた(中国国家教育委員会1990)。 そのため、1950年9月20日 、中国政府 は 「第一次全国工

農教育会議」(1)を 開催 し、「識字教育を展開 し、徐々に非識字者をな くしていこう」(中 央教育

科学研究所1983)と いうスローガンを提唱する。 このスローガンの背景 には、毛沢東の 「80%

の文盲の一掃は、新中国にとって重要である」(中 央教育科学研究所1983)と いう指示があった

と考え られている。

このような状況下で識字教育は精力的に展開 され、1964年 までの15年 間に識字率は約40%上

昇 した(日本の国勢調査にあたる第2次 人口普査によると、1964年 現在の識字率 は61.9%)(図1

参照)。 この事実は、全世界の注目を浴びることになる。

しか し、1966年 の文化大革命を境に、識字率上昇の勢いは急速 に衰え始 める。文革期 は中国

共産党内の政治闘争が激化 し、その結果、識字教育に関する政策 も不十分になったのである。文

革終了(1978年)後 の第三次全国人口普査によれば、1982年 現在の識字率 は76.4%で あった(図1

参照)。

1980年 代に入り中国政府が打ち出 した改革開放政策により、農村では人民公社(2)が 解体 さ

れ、私有制の生産責任制度(3)が 導入された。農民たちは、ある程度自由のある生産社会 に入 っ
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たのである。中で も特に大きな変化 として挙げられるのは、経済面 ・行政面に関する農民層への

政府の直接管理かできなくなったことである。つまり中国社会の経済体制が50年 代以来の 「社

会主義計画経済」か ら、「自由主義経済」 と 「社会主義計画経済」の混合体制へ と移行 し、農村

において農民が私有地をもつようになり、行政命令か次第に浸透 しにくくなったのである。従 っ

て1980年 代になると行政政策があっても、50年 代のような識字教育運動の推進は困難となった。

そのため1988年 、中国政府は、1986年 に公布された 「義務教育法」 をもとに して、「掃盲工

作条例」っまり識字教育法を公布 した。 この条例は、個人か富を求めるためには、技術や知識か

必要であり、読み書きかできればよりよい生活ができるという新 しい 「識字」理念を主張 してい

るという点が特徴的である。過去の社会主義思想の理念が、個人の生活向上の重視という理念へ

著 しく変化 したのである。そ してこの条例において、初めて 「非識字者」か、「農村 において漢

字1500字 の読み書 きができない人、都市において2000字 の読み書きがで きない人」(中 国国務

院1988)と 定義された。15～40才 の非識字者をなくすことか中国政府の最大の到達目標となり、

1500字 または2000字 の読み書 きと簡単な計算かできれば、識字者の証明書か渡されることになっ

た。 しか し、このような強い行政政策が存在 したにもかかわらず、1990年 の第四次人口普査に

よる識字率は79%で あった。つまり前回調査の76.4%か ら、わずか2.6%し か上昇 しなか ったの

である(図1参 照)。

筆者は、1980年 代以降の識字率停滞の原因か①中国社会の経済体制の変化、②義務教育(小 ・

中学校)か らドロソプアウトした児童数の増加、③自律的な識字運動の欠如、の3点 に大別で き

ると考えている。

まず第一点目については前述のとおり、特に農村での識字教育施策か、50年 代のようにスムー

ズに実施できなくなった点を指す。第二点目は、国家統計の数字がその深刻 さを物語 っている。

1989年 のある調査によれば、小学校を ドロソプアウトした児童数が、400万 人にのほるとされて
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いる(韓1990)。 こうした児童 は、学校教育か らも取 り残され、国家の規定する識字教育の対象

年齢か らも外れているため、識字率の上昇を阻む大 きな要因となっている。また第三点目の問題

には、非識字者の 「識字」に対する認識が密接にかかわってくる。50年 代に大成果をあげた識

字教育は社会主義思想の教育として位置付けられたため、「解放のための識字」(パ ウロ・フレイ

レ)をめざすような非識字者 自身の自律的な運動がみ られたが、今日ではそ うした運動の基盤が

脆弱なものとなっている。

現在中国においては、停滞 している識字率を高めるために様々なキャンペーンや行政施策にっ

いての議論が行われている。 しか しその内容は、ほとんどが政府のアピールに限 られており、非

識字者 自身の認識や要求についてはあまり関心が払われていない。つまり政策立案者たちは上記

の停滞の原因について分析することを怠っているため、より多 くの行政施策を実施することで識

字率が上昇し、そのことがそのまま経済や社会の発展につながると、単純に考えているのである。

そこで本研究では、1993年8月 に、ユネスコの 「識字教育野間賞」(4)を 受けた四川省 ・巴中

県の事例に基づいて、中国における改革開放後の識字教育の実態を具体的に分析 し、非識字者自

身のニーズに応え得 る効果的な識字教育を行うための条件にっいて考察を加える。

その際、巴中県において実施 したインタビュー調査の結果を以下のモデルにしたがって分析す

る。まず、効果的な識字教育を行 うための基盤を形成する要素として筆者 は、①識字教育を支え

る社会的条件、②学習者の識字教育への参加動機の2つ を考えた。そして①の社会的条件を構成

する要素として、(a)行 政施策(b)職 場における識字学習の機会(c)民 間団体の支援(d)自 律的

な識字教育組織の4っ を、また②の参加動機を構成する要素 として、(a)「 識字」 に対す る社会

の認識(b)「 識字」と生活改善との関係(c)知 識獲得への意欲の3つ を想定 した。

第2節 四川省 ・巴中県における識字教育の事例研究

巴中県は総人口114.7万 人で、中国 ・四川省の西北に位置する典型的な山地農業県である。

山間部は未開発で、周辺の県 との間には数本の未舗装道路があるのみである。 もちろん鉄道 も空

港 もない。沿海地域の農村とくらべてはるかに遅れており、貧 しい地区である。中国では、 この

ような農村地域の人口が、大都市圏の人口に比 して圧倒的に大きな割合(約7割)を 占あている。

っまりこの巴中県は、沿海地域や内陸の大都市圏・近郊農村を除いた中国の広大な農村地域の特

徴を代表する県だといえる。

1949年 以前、巴中県の非識字者は県総人口の90%で あり、'特に女性の場合 はほぼ100%を 占

めていた(四川省巴中県成人教育委員会1984)。50年 代に入ると、新 しい中国共産党政権の基本

政策の一つとして、識字教育が政治運動 と共に中国全土に広められ、巴中県にもその影響が及び、

学校教育よりも、識字教育に力が注がれた。そして、 この50年 代に巴中県では 「掃盲大軍(ママ)」

が先頭 に立 って多様な識字教室を作 り出した。その中には 「夜校」、「民校」や 「冬学」 などが3

400ケ 所 もあった(四川省巴中県成人教育委員会1984)。 そこでは、農閑期 に集中的に学習 し、

農繁期には都合にあわせて学習するという形態がとられた。具体的な識字教育の方法も数多 く開

発 され、実際に実物を見なが ら字を覚える 「見物識字法」や、少 しだけ字を覚えた人でも一時的

に先生 となって互いに教え合 う教育方法 「能者為師、互教互学」が多用された。また、町や農村

の主要道路には多数の 「文化亭」「識字靖」「識字南」などと呼ばれる小さな識字教育施設が設置
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された。このように 「万人教、全民学」といわれた識字教育運動は一種の政治運動としてすすめ

られ、そこでは識字教育への参加を促す雰囲気があたか も空気のように庶民の日常生活に浸透 し

ていった。人々の新 しい政権に対する信頼は篤 く、政治信仰のような傾向もあって人々はよく学

習 した。この運動は堅固な共産党の組織力を活か して、高い業績をあげた。1958年 末までの統

計によると、県全体で識字者になった人数は同時期の農村青 ・壮年層の総人口の87.5%を 占め

たのである(四川省巴中県成人教育委員会1984)。

その後、巴中県の識字教育は、全国の政治情勢の変化に伴ってほぼ停止し、識字者になった人々

の多 くが非識字状態に逆戻りした。また、不安定な政治情勢による学校教育の不振のため、若年

層においても非識字者の数が増加 してきた。1969年 末の統計によると、青 ・壮年層 における識

字者の割合は57.3%に まで落ち込んだ(四川省巴中県成人教育委員会1984)。1980年 に識字教育

を中心とした巴中県の農民教育は、生産技術教育中心に転換 した。っまりこのことは過去の政治

中心の社会生活が、経済中心のそれに変わ ったことを意味する。そのため識字者となった後 も、

引き続き教育を受けなければならないと考えられるようになった。持続的な教育によって、生産

力の向上が意図されたわけである。1983年 にUNESCOに 提出された資料 によると、1983年 末

までに、15才 から45才 までの巴中県の青壮年層の識字者は90.8%を 占めることが明 らかになっ

た。前述の野間賞授賞はこれによる。

1993年5月 に配布 された巴中県政府の公文書によると、全県で15才 か ら45才 までの年齢層

の識字者は98.2%と なった。 この統計結果を文字通 りに受 け取れば、巴中県は既に識字先進県

になっていたといえる。 しか し、識字教育の レベルは向上 しても、経済発展の速度はまだまだ遅

れているようである。

筆者は第1節 に述べた仮説を前提 に1993年8月 、巴中県において一週間にわたるアンケート・

インタビュー調査(60名)を 行 った。 さらに、多くの人々と数回にわたる懇談会 を行い、50年 代

の識字運動の流れや、現時点での人々の意識 に焦点を当てて話 し合 った。60名 のアンケー ト調

査は巴中県の甘泉郷で行った。30名 ずつ二つの組に分け、個人に調査票を配布 し、筆者が調査

票を順番に説明しながら被調査者に個人で記入 してもらう調査方法をとった。

アンケー トは有効調査票として58部 を回収することができた。調査対象者 の年齢構成及び学

歴構成は表1・ 表2の 通 りである。

調査実施時点で、甘泉郷は高標準掃盲に対する県の検査に合格 しており、今回の調査対象者 は

形式上 はすべて識字者 と認あられていた。 しか しながら、実際には読み書 きができない人も多い

ようである。

表1調 査対象者の年齢・性別構成

'4(職 '5餌我 '㈱ '7(鰍
計 %

一

男性
一

4 9 8 4 25 43.1

女性 3 12 13 5 33 56.9

計 7 21 21 9 58 100

表2学 歴 構 成

学校行かず 1・学1年 '1岸2年 」、学3年 小学4年小学以上無回答 計

男性 3 o 1 5 8 6 2 25

女性 14 1 0 4 10 4 0 23

計 17 1 1 9 18 10 2 58
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中国では、非識字者を減 らすための施策の対象として、15才 か ら45才 までの年齢層が選ばれ

ているため、本調査の対象年齢 も同様に設定 した。調査対象者はすべて普通の農作業に従事 して

いる人で、山村での生活を送 っている。

本節では、以上の現地調査によって収集 したデータを、第1節 で提示 した二っの視点、すなわ

ち(1)識 字教育を支える社会的な条件、(2)学 習者の識字教育への参加動機、に沿 って具体的に記

述 ・分析する。

<1>識 字教育を支える社会的な条件～行政施策の分析を中心として～

第1節 で、筆者は識字教育を支える社会的な条件を、仮説的に以下の4つ に分類 した。

まず第一の条件は、これまで政府によって強力 に推 し進められてきた公的な行政施策である。

次に第二の条件は、職場が提供する識字学習の機会である。中国の場合、特に開放改革の政策を

打ち出す以前は、職場は都市において も、農村においてもほとんど政府の統轄下 にあったため、

職場と政府は合意のもとに行動する場合が多かった。 また第三の条件 として、民間団体の支援を

考えた。ただ、中国社会は1949年 以後、共産党にほぼ一元的に支配 されてきたため、社会への

民間団体の影響 もほぼ失われたに等 しいといえる。最後に第四の条件は、 自律性をもっ識字教育

組織である。

前節でも述べたように、巴中県においては第一の条件、つまり政府の行政施策の影響力が極め

て強かった。 したがって、効果的な識字教育を進めるために必要な第一の条件以外のもの、すな

わち第二、第三、第四の条件が生まれにくか ったのではないだろうか。そこで本節では、巴中県

の識字教育に大きな影響を与えてきた行政施策の分析を通 して、第二、第三、第四の社会的な条

件が生まれに くくなった原因を明 らかにする。

(1)識 字教育に関する行政施策の変遷

巴中県の識字教育を統括 している政府部門である 「「掃盲辮公室」は1954年 に設置され、政府

の識字教育の専門機構として、50年 代の識字教育に大 きな役割を果た した。識字教育 が盛 り上

がった時点の1956年 には20万 人もの人々が識字教育に参加 し、識字教員数 は3千 人にも達 した

(四川省巴中県成人教育委員会1984)。 新 しい人民国家が政策を伝えるため、上意下達 の識字運

動が始 まった。そのため、政府の主な行政施策の一つになっていた識字教育 は、50年 代の前半、

県の掃盲辮公室を拠点 として進められたのである。また、区公所 と郷政府は、行政の末端組織 に

おいて多様な夜間識字教室、冬期識字教室などを開いた。そこでの講師は、教師はもちろん、政

府の役人など全ての識字者が兼ねており、また施設 も、小 ・中学校の校舎や政府機関の建物を利

用する場合が多かった。参加者の多くは仕事以外の時間を利用 して学習 していた。 このほか識字

学習は、前述の 「識字帖」などでも行われた。沿道に設けられたこれ らρ施設では、通行人に一

定の漢字を読ませ、読めない場合はその場で勉強させて完全に読めるようになってから通行を許

可するというシステムであった。

このような学習を経験 したAさ んは、インタビュー調査の中で以下のような話をしてくれた。

「わしはある日、朝早 く家を出て町の商店街で醤油と塩を買おうとした。その時、ちょうど商
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店街の入 り口の所で識字帖にぶつかったんだ。検査員か ら20字 ぐらいの紙を もらって読み上

げて くれと言われた。わ しは半分 ぐらい しか読めなか った。そうすると識字帖のすぐそばにあっ

た識字亭に連れて行かれて字を教えてもらい、わ しは二時間ほどかかってや っと残りの漢字が

読めるようになった。結局、普段二時間で帰 ることができる道を三つの識字帖にぶつかって、

六時間かかって しまったんだ。あの時習った漢字はす ぐに忘れてしまったけどね。外へ出て帰っ

てきた人に、識字帖があったかどうかを聞いてか ら出かけることもあった。識字皓があったと

言うので、他の道を使ったこともあるよ。字が読めないという不自由さより、いつものように

生活できないという不自由さの方が辛かった。」

識字教育の担い手という役割を負わされた巴中県の掃盲辮公室は、上級行政機関の指示によっ

て、各人民公社委員会を拠点 とする識字(脱盲)者 の資格試験の実施 も担当 していた。そ してこの

試験結果を統計にして上級政府機関に報告 し、上級機関はそれらの結果をもとに識字教育先進賞

の対象を選出するのであるσ このシステムのもとで識字教育は50年 代の初頭か ら盛 り上が り始

めたが、60年 代に入ると徐々に冷めていくという傾向にあった。 そ してこの掃盲辮公室 は文化

大革命 によって解体された。1966年 の末から政府機関は各地の革命委員会に変わり、識字教育

もその行政部門がなくなったために消滅を余儀なくされた。

1980年 代に入って識字教育 は完全に生産技術教育に性格を変えた。1984年 、従来の教育委員

会は成人教育委員会という名称に変更されると同時に、県政府の下級機関としての行政機能を明

確 に付与 されるにいたる。そ して農民教育の科学化が模索されるようになったのである。 また同

年には小学校の義務教育が普及 し、新 しい非識字者を発生させないための重要な条件として考え

られるようになった。

(2)現 在の行政施策とその問題点

①識字教育に関わる行政機構

図2に 示 したように、巴中県における識字教育行政は、区 ・郷 ・村 という行政区 レベルで実施

されている。県には 「成人教育委員会」が、区 ・郷 ・村 にはそれぞれ 「掃盲領導小組」(識 字教

育小委員会)が 設けられ、その管轄下に、農業技術教育や識字教育を提供するための農民教育施

設が設置されている。県の施設には 「農民文化技術学校」や 「成人教育培訓中心」(成 人教育指

導者養成センター)が あり、区や郷には 「農民文化技術教室」 という施設がある。 また村におい

県

成人教育委員会

区

掃盲小委員会

郷

掃盲小委員会

庭

家⊥

ー
会員倭剖

村

-

掃

ー

県農民文化技術学校一 区農民文化技術教室一 郷農民文化技術教室一 村農校一

成人教育指導者養成センター 識字班

非識字者

図2識 字教育にかかわる行政機構



中国における識字教育に関する調査研究 163

ては、村役場の一室を借 り、小 ・中学校の校舎を利用するという形で 「村農校」や 「識字班」 と

いう講座が開かれている。 また、各校において兼職講師 しかいないという状況 も改善 され、専門

職の講師が90名 配置されることになった。

1980年 代以降、識字教育は農民教育のごく一部となり、今回のイ ンタビュー調査 でも、識字

.教育は限られた 「村農校」や 「識字班」でしか事実上行われていないことが明らかになっている。

②識字教育の実施をめぐる 「契約関係」

この 「村農校」や 「識字班」において識字教育を実施するためには、①行政、②講師、③非識

字者の3者 間に、それぞれの責任を明確に した契約が必要とされている。そしてこの契約を行 う

ために、行政は非識字者の募集や講師の指名を行うのである。ただ、この非識字者 との契約を成

立させるためには、非識字者かどうかを明確に判定することが重要な問題となる。 この点にっい

て筆者は巴中県成人教育委員会を訪れ、その担当者 にインタビュー調査を行ったが、その際、以

下のような説明を受けた。

「… 簡単に言えば、国勢調査時の台帳をもとにし、個人の学歴で判断する。皆ず っとここ

で暮 らしているのでお互いによくわかっているし、学歴を偽って勝手に記入することは不可能

だ。原則としては5年 制の小学校で3年 間、 もしくは、6年 制の小学校で4年 間在学 した者が

識字者と認め られるが、 この基準はやむなく採用 されているに過ぎない。実際には、小学校を

完全に卒業 して も、長い間文字を使わないと非識字者 になるケースが少なくない。」

指定された非識字者は、村の行政 と掃盲責任の約束を明確にした上で契約を交わす。具体的な

契約書の内容は、各郷の状況に応 じて公布される。筆者が調査で訪れた甘泉郷では次のような方

式がとられていた。

まず郷政府は、各村に識字教室を設立することを指示 し、村の幼稚園の教員を識字教室の担任

に指名する。さらに、村の小学校の教員を補助講師に指名する。各村の識字教室 には、20人 以

上の参加者が必要とされる。非識字者 に指定された人々が教室の授業に出席 しない場合は、罰金

20元 か ら30元 までの掃盲基金費を徴収 されると同時に、結婚証明書、育児、戸籍の転出入、家

の建て替えなどの手続 きを一切 しないという罰則を、郷政府が設けている。さらに、村の幹部、

小学校の教師の年末の業績監査の際に、掃盲の仕事を消化 していない場合、一年の給料の5%を

罰金として差 し引 く。識字教室参加者の中で脱盲試験に合格 した者には奨励金5元 が与えられる。

ところで中央政府の法令に、18才 から60才 までの年齢層の人たちは一年間に10日 か ら20日

までの義務出勤をしなければならないというものがある。その義務出勤の仕事は農用地の整備、

水利施設の建設などである。1983年 以後の唯一の経済上の行政権力 を行使する手段が、 この義

務出勤を増加させることであった。 もし識字教室の集中授業の日に来ない場合、その人に一 日義

務出勤をさせる。だが、一 日の義務出勤をする代わりに5元 の罰金を支払うというケースが多かっ

た。つまり、罰金5元 で終わってしまうのが現実なのである。郷の農業学校の中心 となる仕事は

生産技術の教育であり、識字教育 はそのごく一部で しかない。 したがって農民たちが識字教室に

積極的に参加することはあまりなかった。参加者の学習状況によって脱盲試験を実施 し、試験の
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合格者に脱盲証を授与する。 これは全て郷政府が直接管理運営するものであった。郷政府は、識

字者の数によってその状況を全面的に判断 し、脱盲村 という名誉を付与する。国家の高標準掃盲

条件を満たす場合、県政府はその郷の状況を検査し、 さらに識字者 の割合が95%を 超 えている

場合には高標準掃盲郷 という合格証を郷政府に授与するのである。掃盲条件の基準となる識字率

(非文盲率とも言 う)の計算公式を以下に示す。

〈識字率の計算公式〉

識字率(非 文盲率)

={(識 字者人数+脱 盲人数)/(青 壮年総人口数)}×100(%)

この脱盲人数とは、脱盲試験の合格者を指 し、青壮年総人口数 とは、1949年 か ら1978年 まで

の間に生まれた人の数を指す。

脱盲状況を把握するにあたっては、このような計算方法以外に、「掃盲管理担当者か ら直接聞

く、あるいは掃盲対象 となった人々の個人の学習台帳を検査する」という方法がある(四川省巴

中県成人教育委員会1989)。 県政府はその県全体の合格率が95%に 達 した場合、省政府に高標

準脱盲県の申請をする。省政府はそれを受けて、再確認する。筆者が93年8月 に調査 した時、

県政府は既に全ての試験を終えて、四川省政府に申請書類を提出していた。脱盲試験の問題は基

本的な1500漢 字の読み書 き、及び簡単な計算ができるかどうかを問うものである。 また、試験

の出題は上級行政の成人教育委員会が下級の行政に対 して行 う。 この1500漢 字 は、 日常生活を

営むにあたって最低限必要な常用漢字であり、その漢字の選定 は中央政府の教育委員会が行 う。

巴中県の識字教育はこのような綿密な行政指導のもとに行われているたあ、50年 代 に発生 し

たような比較的自発性のある識字運動は現在ではほとんど見受けられない。 このように識字教育

が行政の施策として取 り扱われ、さらに、識字教育に対する担当者の業績に奨励 と罰則の両方が

しっかりと規定されたのは、かつてない注目すべき事実である。識字教育に参加する必要のある

個人と、行政および教育担当者が契約関係を結ぶということは、世界的にも極めて珍 しいケース

だと思われる。その背景には識字教育に影響を与えた社会的条件が、行政の力のみであったとい

うことがある。単なる政治的自覚か ら経済的 ・金銭的な奨励や罰則 といった具体的施策へ と強調

点が移行 したことが、最大の特徴だと思われる。

③ 「契約関係」が抱える問題点

インタビュー調査を進める中で、筆者は行政施策に対する様々な反応を聞いた。その一つは政

府の報告書 に書かれた"業績"へ の疑問である。さらにまた、識字教育の行政体制が崩れつつあ

ることに対 して多 くの不安の声が聞かれた。筆者のインタビューに応 じてくれた県の識字担当者

は次のように語った。

「現在運営している施策は厳 しく、文盲が発生する条件は以前とあまり変わっていない。特に、

この10年 間の激 しい社会変化によって、人々の意識 も行政 リーダーたちの意識 も大 きく変わっ

てきた。 自由経済が進む中で行政の力が次第に弱 くなりっっあるにも関わ らず、教育を受けるこ

とが目の前の利益を求めることよりも大事なことだとは真剣に考えられていない。巴中県の場合
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は今年実施された試験によって、国の高標準掃盲の目標を達成 したことが明らかになった。識字

教育はこれからは必要ないと考える人たちも少なくはない。我々行政機関の存在する理由がない

という論点 もある。その一っとして、農民教育の予算が年々減少 していることが挙げられる。 も

はや、我々の職場はなくなるかもしれないのだ。ただ上級行政検査に対応するために一時的に識

字組織や識字教室を作 っておく場合も少な くない。事実上、識字教育の理念は空洞化していると

思われる。行政上の施策がいくら強力であると言って も、いい加減な対応をする場合 も数多 く存

在する。農民学校校長が撤廃 され、代わりに区中学校または郷小学校の校長が兼職することも多

くなってきた。小 ・中学校の校長たちは自分の学校の仕事に精いっぱいなので、兼職の校長の仕

事を充分に果たせていないのが現状である。将来の識字教育はどうなるのか、私は心配である。

識字に関する行政施策を今後 どう取 るべきか。まだわか らない。それ らの状況に伴 って、大量の

農民たちは沿海地域または都市に出稼 ぎに出て行 くなど、農村人口の移動が多 くなっている。ま

た学校は義務教育 といっても雑費が年々増えてきて、貧 しい農民たちにとって大きな負担 となり、

青少年が就学 しない場合 も多 くなってきている。識字教育を巡る現状は、従来 と比較 してかなり

複雑になってきた。」

調査時期は、ちょうど稲の刈 り入れ時であった。巴中県へ行 く超満員のバスで実家に戻 り、田

圃の仕事をしようとしたCさ んに、識字教室不参加者に対する罰金のことにっいて尋ねた。Cさ

んは次のように話 して くれた。

「わ しは一年の中で農作業の一番忙 しいときだけ実家に戻るんだ。長 くて もせいぜい2ケ 月

ぐらいしか家にいない。あとは出稼 ぎをしている。田圃の仕事だけをどんなに頑張 って も、家

族の一年の平均収入は500元 に満たない。出稼ぎをすれば月に500元 稼 ぐことができる。各種

の税金や余計に分担させ られた公益金があるから、わ しの出稼ぎがなか ったら家族全員の生活

は大変なことになるんだ。識字教室が一年間に十数回あるか ら、全部出なか ったら年に数十元

の罰金になる計算だ。負担にはなるけれども今のわ しらにとって出稼ぎの現金収入の確保が第

一のことだ。『上有政策、下有対策』(※ 上級行政がいくつか政策を出 して も、下の庶民はその

網をかいくぐる方策をもっている)ということさ。」

筆者が調査 した時に見た政府の公文書には、いくつかの間題 も見られる。その最終の調査報告

には次のように書かれてあった。

「曽口区(調査を行 った甘泉郷はこの曽口区に属する一一筆者注)に は88村 があり、総人口

は11.3万 人である。15才 から45才 までの青壮年層の人口は56,212人 である。 この年齢層の

うちの非識字の人口数は6,133人 である。1988年 以降の5年 間にわたる我々の努力によって既

に4,588人 は脱盲 した。今回の試験では、死亡者75人 、転出者187人 、学習能力が失われた

者50人 、 さらに出稼ぎ労働者など457人 などを差 し引いて、残 った3,869人 を検査すべ き人

口と考えた。試験の対象となった654人 は全員合格 した。つまり試験の合格率 は100%に 達 し

たのである。計算を通 して、曽口区の青壮年年齢層の識字者 は97.8%を 占めていることがわ
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かった。そのため、当該区は国家の高標準掃盲目標をも達成 していた。」

この報告書においては、まず出稼 ぎ労働者457人 が除外されており、また小 ・中学校を ドロッ

プアウトした15歳 以下の青少年 も掃盲の対象にはなっていない。 したがって この報告は、現状

を示すものとしては幾分不完全なものであることがわかるだろう。

〈2>学 習者の識字教育への参加動機

識字教育に参加する動機の形成については、以下の三っの要因を設定することができると思わ

れる。まず第一に、学習者が 「識字」に対する社会一般の認識にっいてどのような評価を持って

いるのかということである。すなわち世論と社会規範が、学習者の識字教育への参加とどのよう

な相互関係にあるのかということである。第二は、識字教育に参加することと個人生活との関係、

すなわち 「識字」によって生まれた雇用の機会が、 日常生活の利便性にどのような影響を及ぼし

ているのか、ということである。第三の要因は、知識を獲得 し、知に対する権利を守 りなが ら積

極的な人間生活にむけて受信と発信を行おうとする人間の基本的な意思である。すなわち、広 く

コミュニヶ一ションを求めようとする意思そのものである。

(1)動 機形成の要因

① 「識字」に対する社会の認識

世論や社会規範が識字者 ・非識字者にどのような影響を与えるのか。識字学習の経験者にどの

ような影響が出ているのかという点にっいて、まさに細かな人 と人 とめ付き合いにまでせまりな

が ら言及 していきたい。

現在の識字教育の状況を分析するにあたって、ここではまず、過去に政治的なスローガンに影

響を受けて識字教室に参加 したことがある人に対するインタビュー調査の結果を提示 しよう。筆

者の質問に応 じて くれたGさ んは50歳 代の男性で、子ども時代には貧 しかったため、学校に一

日も行かなかった。50年 代か ら識字教育を受け始め、60年 代初めまでに自分の努力で識字者 と

なり、郷政府の幹部 として採用され現在 もそこで勤務 している。Gさ んは次のように語った。

「私には兄弟が8人 いる。子どもの頃、食べ物がなかった。常に一日一食で暮 らしていた。

私は結局学校へ一 日も行かなかった。土地革命が行われた時、私の家にも土地が分配された。

その時、私 はちょうど14才 にな っていた。『青壮年共産主義先鋒隊』 という若者の組織に入 っ

た。政治の翻身(5)と 経済の翻身に加えて、文化の翻身 も必要だというスローガンが中央政府

から公文書で知 らされた。私はこの背景の下に、積極的な熱心さで最初の掃盲学習に入った。

党への忠誠心を示すため、精いっぱい勉強 した。50年 代か ら60年 代にかけては"文 盲 は革命

者の恥である"な どといわれたものである。私たちは共産主義新人の理想像に向かって非識字

を克服 した。」

50年 代から60年 代にかけて、人々は政治への信仰心か ら、何の疑いもなく識字教育に専心 し

た。今回の調査では、政治に関する話は一言 も出てこなかった。政治への信仰は冷めて しまって
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表3性 別にみた被差別経験の有無

＼あまりない ある よくある無回答 計
一

男性 6 11 8 0 25

女性 5 12 15 1 33

計 11 23 23 1 58

いる様子がよくわかった。

「読み書きできないために差別されたか」 という質問

に対 しては、多 くの人が 「差別された」と回答 した。そ

の具体的な結果は表3に 示 した通 りである。 まず、調査

回答者58名 中46名 が 「差別がある」 と答えた。 この差

別は単なる非識字への差別ではない。非識字と貧困の双

方に対する差別である。非識字者は社会の下層 に属す る

というイメージが強かったためだと思われる。 筆者が調

査 していた時、巴中県の地方新聞に次のような文章を見つけた。すなわち、"不 嬰文盲、不嫁科

盲(文 盲は嫁にとらない、科学技術を知 らない人 とは結婚 しない)"で ある。このようなメデ ィア

上の差別的表現 はよく見られる。差別は行政施策の中にもある。前述の、非識字者に対 して婚姻

の手続 きをしない、住宅の建て替えの許可を出そうとしないなどの地方行政の政策 も、一種の差

別だと言えよう。

また、「あなたは契約に定められていた褒賞を、識字者 となった後に受領 したか」 という質問

に対して調査対象地域では、「もらっていない」という回答が58名 中36名 と圧倒的に多かった。

この回答からわかることは、行政施策としての褒賞という名誉の授与があまり行われていなかっ

たということである。 これは、行政の宣伝 したスローガンが空洞化 聖ていることを意味 し＼ この

ような言行不一致が政府 と人々の信頼関係を崩 して しまいかねない。かって政治が人々の生活を

主導 した時代のような、宣伝の社会的影響が失われっつある。その代わ りに、直接的な利益が得

られるかどうかということが最 も重要な動機となった。そのことは、多 くの人 と話 し合 う中で痛

感 させられた。識字学習経験者のEさ んは次のように話 してくれた。

「私 は今年49才 になる。子どもの時、兄弟が多か ったので長男として、早 くに働 きに出な

ければな らなかった。学校での生活はただ一年 しかなかった。夜間中学校に通い、中学校の卒

業証明証 も持 っている。県の識字学習優秀者に何回 も選ばれた。改革開放以来、私は農業技術

の養成コースで習った技術で自分が持 っている田圃に色々な工夫をし、米の単位生産量が著 し

く上がった。やはり、昔勉強 した ものが今役に立 っているのだろう。私は先生から、また本か

ら学んだことによって、自分の土地の状況に合わせて簡単な農作業マニュアルを作ったが、そ

れは大変便利だった。 しか し最近数年来、税金 も重 くなってきて田舎の仕事が難 しくなった。

それと同時に近所の友人で沿海都市などの大都市に出稼 ぎをする人が増えてきた。皆、建設現

場や鉱山などで働いて、高い給料を得ている。簡単な肉体労働で高い給料をもらえるのだ。今

の相場だった ら、一日12時 間で大体12元 か ら18元 ぐらいだろう。 それは私たちの田舎の仕

事では、想像できないことだ った。非識字者としても、それなりに簡単な仕事にっけるし、 ま

た雇い主たちも労働者を体の強さで選ぶので、識字者 と非識字者を区別することはない。隣の

ご主人は毎年お正月に帰って、沢山のお土産を持 ってくる。本当にうらやましい。私 も出稼 ぎ

に行 こうと思 っている。私はこの山村ではちょっとした知識を持 っているけれども、あまりそ

れが偉いことだとは思わない。」
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インタビューで、「識字」に対する意識を聞いたところ、「ここは山奥なので読み書 きが余 り必

要 じゃない。だか ら識字教室は無 くても良い」11人 、「経済上の貧富の格差は読み書 きとは関係

ないし、非識字者で も万元戸(金 持ち)になれる」33人 、「農村の非識字者のなかにも沢山有能な

人がいるので非識字者は必ず しも無知ではない」22人 、「家族には読み書 き出来る人がいるので

自分はできな くても良い」22人 、「あと何年かすると40歳 になるので、 自然 に識字教育を受け

る必要がなくなる」12人 、という結果 となった。

っまり、「識字」に対する学習者の認識は、政府の公文書がっくりあげた社会一般の認識 とは

違 ったものなのである。本当に身近な利益の得失を計 って社会の認識を受け入れてい くというの

が、人々の生活の原点 となっており、特に印象深かった。

② 「識字」と生活改善との関係

識字教育に参加するかどうかという選択には、世論よりも、前に述べたように身近な生活 との

関わ りが大きいと思われる。人々の生活では精神的な面 も重要であるが、より基本的なのは物質

的な面である。識字者であるFさ ん(男性、50歳 代)に インタビューを試みた。Fさ んはかつて

識字教育を通 じて識字者となった。その後、独学の道を歩んだが、特に豚の飼育技術では周辺の

山村にも名を馳せている。

「文章や新聞が読めれば日常生活にも非常に役に立ち、他の生産技術を覚えることができ収入

も増える。そういうことがよく宣伝 されているが、あなたはどう思 っているか」 とたずねたとこ

ろ、Fさ んは次のように語 って くれた。

「私は基本的に賛成である。この村の全ての人は識字者と認め られ、文盲はなくなったと考

えられている。 しか し、それは本当だろうか。今政府が盛んに宣伝 しているように、識字のお

かげで豊かになった人を周囲に見ることはできない。昔私が全 く字を読めなか ったとき、人民

公社の会計室に行 って配給される食糧を取 りに行 く度、一番悩んだのは、領収書にサインする

ことだった。自分の名前が書けないので、代わりに指に朱肉を付けて指紋の押捺をした。その

時は恥ずかしかった。50年 代後半、私は京劇が大好 きで、街に出る度に必ず観劇 した ものだ。

しかし、一人で切符売 り場をウロウロした。上演時間がわか らないのだが、売 り場の若い女の

子に直接聞 く勇気 もなかった。知 り合いに会うか他の誰かに聞 くまでわか らなか ったのだ。そ

の不便 さは辛かった。そ して私は読み書きの勉強を決心 した。読み書きができるようになって

その良さがよくわかった。 自分の視野 も広がった し、今の豚の飼育技術も大部分は本で学んだ

ものだ。 もし私が努力せず、読み書きの能力を持っているだけだったなら収入は上がらなか っ

ただろう。」

Fさ んの話は、生活の全般的な改善と識字教育 との間に関係があることをはっきり示 している。

識字教育が生活改善に与える意味は二つある。一っは、 日常生活を不自由な く暮 らせるように

なることである。すなわち、生活の中で個人の尊厳を保ちながら、 自由にコミュニケーションで

きるということだ。 もう一っの意味 は、生産 ・経営技術の獲得によって生産性を向上 させること

を可能にする文字メディアの利用が可能 になるということだ。それは、Fさ んの言った 「視野が
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表4現 金収入構成

＼ 200元 以下
一

200-300兀
一

300-500兀 500-1000元 無回答 計

人数 29 18 8 2 1 58

広がった」 という言葉に端的に現れている。識字教育には、金銭面での直接的なメ リットがそれ

ほどあるわけではないが、生活の改善 に対 して上述 したような意味をもっ。

調査回答者58名 の学歴 と家族の年収(現金収入)と の関係を分析 した結果(表4参 照)「 小学3

年生以下で学校をやめて しまった人」 という中国の非識字者の定義を用いれば、年収200元 以下

の調査回答者のうち非識字者は15人 、識字者は13人 である。また、収入が200元 ～300元 ある

人の場合は非識字者が9人 、識字者が9人 を占めている。さらに収入300元 ～500元 の場合 は非

識字者が4人 、識字者が4人 であり、収入500元 ～1000元 の場合は非識字者が1人 、識字者が1

人となっていた。この結果か ら考察すると、200元 以下の収入では、非識字者人数は識字者より

やや多い。 しか し200元 ～1000元 の収入を得ている人の層では両者がほぼ半数ずつ 占めている。

このデータか ら明 らかであるように、識字能力や学歴は個人の収入とはあまり関係がないようで

ある。「識字者はより高収入を得 ることができる」という宣伝は、個人のレベルでは現実の もの

になっていない。筆者の考えでは、生産の場面で読み書 きの必要がなければ、読み書きの能力が

向上 しても生産における変化は期待で きないであろう。 もちろんいくら単純な肉体労働といえど

も、識字者である方が生産活動に有効であることはまちがいない。その生産活動に文字を利用す

る頻度によって、識字教育の重要性が規定 されると思われる。 さらに、「識字者 とな った今、職

場での仕事をどう思っていますか」という質問に対する回答は、「以前に比べて仕事がよ くでき

るようになった」が58名 のうちの33人 、「特に効果がない」23人 、「無回答」2人 であった。 こ

のデータは、一見矛盾 しているように見える。 もし、政府の宣伝 と現実 とが対立 していると解釈

した場合、識字者になったことで仕事上の利益が増すと感 じるほど、社会環境が充分成熟 してい

なかったということであろう。

今回の調査で得た読み書きに対する生々しい話は、次の二っのことを物語っているように思わ

れる。第一点 は、識字 は、より安全な生産条件を最低限確保するための説明書やマニュアルを正

確に読むために必要であるということ。第二点は、識字教育は政治的にも、経済的にも活用でき

るということである。但 しそれは、その時代の社会のニーズ、または社会の枠組みに左右されて

いると考えられる。

③知識獲得への意欲

上記のことより、識字教育への参加動機が、社会一般の認識や生活の向上 といった各個人をと

りまく環境から大 きな影響を受けていることがわか った。別の言い方をすれば、参加者 は、自分

の精神や経済的生活などを周囲の環境とっ りあわせるために識字教育に参加するのではないだろ

うか。 これは人間本来のあり方である。 しか しなが ら、損得勘定を抜 きにして、純粋に知を求め

る心は人間にとっては何 ものにもかえがたい欲求であろう。孔子 も 「朝聞道、夕死可亦」(朝 知

識を得て真実の道を知ることができれば、夕方に死んでも本望である)という名句を残 している。
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識字とは、他人の力によって実現するものでも、また名誉と利益の得失を計算 しながら学ぶの

で もない。識字への努力は、無限の知的世界に参加するための積極的な行動であると考える。こ

のことが識字教育の原点であろう。

第3節 結論及び課題

<1>結 論

調査を通 じて筆者は次のような認識に到達 した。

っまり効果的な識字教育を実施するためには、識字教育を支えると考え られる社会的な条件だ

けでなく、学習者自身がどのような動機をもって学習に参加 しているのかという点 に着目する必

要があるということである。

そして、このような動機の形成を促す要因として、まず第一に学習者自身がどのように社会規

範を認識 し、どのような実生活上 の課題があると考えているのか、また、識字がそれ らの認識に

とって、どのような意味ある変化を生み出すと考えているのか、ということが挙げられる。例え

ば、非識字者に対する差別の問題は、単にそれを感 じるか、感 じないかという二者択一的な問題

ではない。重点を置 くべきことは、非識字者が差別に対していかに対応するかということである。

また、第二の要因は、識字が個人の生活改善に、より直接的に結びっいているかどうかという

ことである。っまり、日常生活を営む上で、また、人々とコミュニケーションをとる上で、どの

程度の識字能力が要求されるのかということが、識字教育に大きな影響を及ぼす。さらにまた、

より高い給料を獲得するために個人のなす努力を、社会が積極的に認めて行 くことが必要だと考

える。例えば日本においては、学歴や資格の有無が職業を選択する際の大きな要因となっている

ようだ。 しか しなが ら、識字教育の目的は、就職の機会を得るたあだけのものであっていいのだ

ろうか。社会のあらゆる面からの識字 に対する受容は、以上のような二っの社会的な要因よりも、

識字の原点でもある 「知識獲得への意欲」であるべきであろう。っまり、利益の得失を超えたも

の、または社会認識 に左右されないものをも求める必要 はないのかということである。人間の尊

厳や、どれだけ自由に知を求めることができるかということも重要なのではないだろうか。

この点にっいて、 フレイレは人間と世界の関係を、次のように明確に示 している。

「何よりもまず、人間を、世界の中に、世界とともにある存在として批判的に捉えることから始

めなければならない。意識化のための基本条件は、その行為が主体、っまり意識的存在でなけれ

ばならないということである。 したがって意識化とは、教育と同様に、す ぐれて人間的な過程な

のである。」(フ レイ レ1984)

フレイレが述べたように、人々が識字教育に参加する動機形成のプロセスを意識化すれば、人

類の知 というものは、絶対的な人類の自由とその徹底的な解放にっながる。広い意味では識字問

題のみならず、歴史を超えた古代以来の知に対する永遠の追求でもある。そういう状況に達する

ことは一一種の理想であるかもしれない。

識字学習の参加者をとりまく社会的な条件は、決 して識字者の意志決定と分離されるものでは

ない。識字教育を支える社会的な条件は、実質的に人々がそれを意識化 し、さらに選択の対象と

もすべきものであろう。調査を通 じて社会的な条件がまだ不十分であることもわかった。

社会的な条件の一つとして、日本にあるような民間団体、自主的な識字組織(ボ ランテ ィア ・
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グループ)を考えることができる。今回の調査を通 して、識字教育に携わる民間団体は現在 まっ

たく存在 していないことが明らかになった。中国ではいったん行政政策が変わって しまえば、識

字教育を支える社会的な条件 もなくなって しまうのである。今後、識字教育が識字担当者と非識

字者だけの問題にとどまらず、社会全体の関心事となり、日本のように識字教育を援助する民間

団体やボランティア ・グループが多 く出現することが期待される。また今回の調査では、次のよ

うなことも明 らかになった。

それは文字どおりの脱盲 という大 きな業績が達成 されたと言われなが らも、深刻な非識字者の

数が現実には増えて きたということである。巴中県では、15歳 以下 の児童 ・少年は対象とされ

ていないため、15歳 以下の非識字者数はわからない。 インタビューからわかったことは、 ドロッ

プアウ トした数多 くの少年たちはお金を稼 ぐために親に仕事をさせられたり、または農作業をさ

せ られたりする場合が多いということであった。

児童 ・少年たちの非識字者が識字教育の対象 になっていないのは極めて深刻な問題である。 ド

占ップアウ トした児童の非識字者を掃盲対象としなかったのは、義務教育が解決すべき問題だと

考えたためだと思われる。 しかし、ある調査研究によると、義務教育の普及にはあと10年 以上

かかると推定されている(崔 ・張1989)。 小学校就学率が95%に 達 した地域においても、小学生

の卒業率は70%に すぎない(崔 ・張1989)。 そうした地域で、不就学児童や中退した児童を就学 ・

復学 させることは極めて困難である。現在の行政規定によれば、 これらの中退 した児童 ・生徒は

学校教育も識字教育 も受けられない。青壮年より、青少年を識字教育に参加 させることの方が、

より切迫 した課題であるように思われる。

また、国勢調査による識字者 とは、ただ教育を受 けたか否かによって判定されたものである。

識字者とされていて も、実際には1500字 を読み書 きできない人が少な くないであろう。 その結

果、推定された非識字人口総数 と識字率は一致せず、中国での実際の非識字者数は統計で明 らか

にされた数より多 く存在すると考えられる。

識字教育の運営に関 して、最 も強力な 「契約関係」の実施 は、識字教育の推進にとって大いに

プラスとなったことも事実であるが、「奨」を目指 し、「罰」を避けるという単なる行政任務の遂

行に堕落する傾向 も免れなかった。 とすれば、「契約関係」という政策は形骸化 し、識字教育の

実状を隠蔽 して しまうという危険性 もある

調査によると、従来か ら数的に不十分であった識字教育施設はますます減少してきている。従

来の施設を他の用途に転用す る場合 も多い。調査した甘泉郷では、1万 人を越える行政範囲内で、

わずかな個室をもつ図書室でさえ、ほぼ閉鎖されている状態であった。 インタビューによると、

ほとんどの農民たちは図書を借 りたことがないという。 したがって、書籍が識字教育の場に貸 し

出されることもない。

中国 は、新 しい社会構造へ と転換 しっっあると同時に、識字教育の再生 に向けた新 しい取り組

みが求められていると言える。

<2>今 後の課題

まず第一点 は、これか らの中国における識字教育の意味を検討することである。例えば中国に

は、基本的な1500字 を読み書きし、簡単な計算ができるようになることが識字教育の目的であ
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るという考えがある。たとえば、日本の部落解放運動においては識字運動を 「部落差別によって

奪われた文字を奪い返す営み」としていたり、さらに国連 ・ユネスコの 「人間解放のための識字」

という考え方もある。では、中国の現在の識字教育とはいったいどのような意味を持っのか。日

本や国連のように人権意識啓発を伴うものとなるのであろうか。

第二は、かって中国では、強力な行政組織が識字教育を支える主要な要因であった。 しか し今

日の社会システムの変化の中で、行政 はいかなる方法で識字教育を支援すべきか。識字教育施設

の建設および図書館 ・文化館など、社会教育施設を拠点にし、新たに社会の教育基盤としてのネッ

トワークを作り出すという方向に転換する必要があるのではないか。 この点にっいては、諸外国

の例を参考に比較研究を進めていく必要があるだろう。

識字教育を最 も効率的に促進するたあにはまず、経済や社会の整備を進めることこそが、非識

字者を減 らす条件として必要だと考え られるだろう。

注

1)「 第一次全国工農教育会議」:新 しい国家のすべて の労働者 ・農民 たちの教育 に関す る会議。

2)「 人民公社」:1957年 ～1983年 とい う長期間 にわ たり農民 たちは土地を持 たず、 公社 の社員 と して、

公営制行政組織形態で ある公社の土地で労働 していた。

3)「 生産責任制度」:1983年 の改:革開放政策 によって、従来 の公営制の人民公社 が解体 され、農民 たち は

土地 を譲 り受 けた。そ して、生産 は農民 自身の責任 に委 ね られた。

4)「 識字教育野間賞」:1980年 日本の出版関係者、野間正市氏が設立 した賞。野間氏が毎年ユ ネスコに寄

付す る5000ド ルを基金 とし、識字教育が効果的 に行 われ ている国家 または地域 に対 して授与 され る。

1984年 度 は、中国四川省の巴中県が授 賞。 これ は中国史上初 めての ことで ある。

5)「 翻身」:字 義 どお りに訳せば、『身体の向 きを変え ること』 あるいは 『身 をか わす こと』 であ る。 中

国の数億の貧農 ・雇農 に とっては、 この言葉 は、立 ち上が ること、地主 の圧迫 を はね のけ る こと、 土

地や食料、農具、家屋 な どを手 に入 れる ことを意味 して いた。それだ けで はな い。迷 信 を捨 て、 科 学

を学び、『文盲』 をな くし、読 み書 きを習い、女性を 「家財」扱いす ることをやあ、両 性 の平等 を打 ち

立て、村長任命制 を廃止 し、代わ りに選 挙 による村政府 を作 る一つ ま り新 しい世 界 へ入 る ことを意 味

していた。」(元 木1989,p41)
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AnAnalysesofEffective:LiteracyStrategy:

ImplicationfromSuccessfulLiteracyPraticesinChina

1.iTSAN

TherecentdeclineoftheliteracyrateinChinaisassumedtobeapotentialobstacletothecoun-

try'ssocialandeconomicprogress.Asaresult,in1988,theliteracyActwasestablished.This

Actdefinedforthefirsttimethecriteriausedtodetermineanilliterate;aruraldwelle血who

cannotreadandwrite1500Chinesecharacters,andanurbandwellerwhocanllotreadandwrite

2000Chinesecharacters.Followingthis,variousotheradministrativeactsandpolicieswere

implementedtoimprovethesituation.Yet,accordingtothenationalcensus,theincreaseofthe

literacyratefrom1982to1992endedupinalowpercentageof2.6points.

Thecurrentgovernmentresponse .totheliteracyproblemtendstobepropagandaconcerning

administrativeperforlnance,andlacksanyinputfromtheilliteratesthemselves.Without

sufficientstudiesofilliterateleamers,policymakersaredeterminingstrategywiththesimplistic

assumptionthatmoreactswillleadtobetterliteracy,andsocialandeconomicprogress.

Theaimofthispaperistooffera
;comprehensiveanalysisofliteracyeducationinChinasince

1980's,throughanon-siteinvestigationofitsonlyUNESCONomaliteracyprizewinningregion

(BazhongCounty,SichuanProvince).Atthesametime,theauthoralsotriestodescribespecific

conditionsofliteracyeducationwhichmeettheneedsofilliteratelearners.

Basedonthiscasestudy,theau中orhasfocusedonthefollowingpointsasthemainreasonsfor

thedeclineofIiteracyeducationinC車inasince1980's;1)thesocial.economicchangeofChinese

society;2)theincreasingdrop-outrateofstudentsinthecompulsoryeducationsystem;3)the

lackofanyindependentliteracycampaign.


